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○ 取扱い 

 次の内服薬と外用薬の併用投与は、原則として認められる。 

 ⑴ メサラジン【内服薬】（ペンタサ錠等）とメサラジン【外用薬】（ペ

ンタサ注腸等） 

 ⑵ メサラジン【内服薬】（ペンタサ錠等）とサラゾスルファピリジン

【外用薬】（サラゾピリン坐剤） 

 ⑶ サラゾスルファピリジン【内服薬】（サラゾピリン錠等）とメサラ

ジン【外用薬】（ペンタサ注腸等） 

 

○ 取扱いの根拠 

 メサラジンとサラゾスルファピリジンは、5-アミノサリチル酸を有効成

分とする潰瘍性大腸炎治療薬で、大腸の炎症を抑える作用を有する。経口

剤（内服薬）と局所製剤（外用薬）の併用療法は、潰瘍性大腸炎の病期や

病型、重症度に応じて行われ、また、寛解導入期、寛解維持期いずれの病

期においても有用な療法である。 

 以上のことから、上記医薬品の内服薬と外用薬の併用投与は、原則とし

て認められると判断した。 

 

 


